
スマートフォンやパソコンを使って、１１９番通報要領、初期消火要領、避難

誘導要領などを学ぶことができます。

小規模社会福祉施設等で勤務される方向けの電子学習教材です。

電子学習教材へ

訓練できます。

東 京 消 防 庁

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/tutorial/


東 京 消 防 庁

訓練として使用する場合には！

この電子学習教材は夜間に火災が発生した際に最低限必要な活動を学習する

ものです。電子学習教材以外の幅広い内容の訓練も実施してください。

－訓練を年２回実施する際の活用例－

・夜間に少数しかいない

・上手く通報できるか不安に思う

・歩くことができない人を避難できるか不安

・消防設備の使用方法に不安がある

など

－平成２８年３月アンケート結果よりー

・仕事の合間に

・仕事前のミーティング

・新入社員研修の時に

・休憩中

など

こんな心配も・・

学習教材で訓練を行えば、

不安解決！！

社会福祉施設等で勤務する職員が日

頃から心配に思っていること・・

こんな時にも使えますよ！

施設責任者・防火管理者の方へ
電子学習教材を活用した訓練は、消防法令に基づく年２回
の消火・避難訓練の１回として扱うことができます。

・

・

パソコン
スマートフォン
からの電子申請

ファックス

持参

訓練通報
（通知書）

施設職員への
訓練実施指示

○月○日から○月△日

に実施して下さい

訓練実施

（電子学習教材の活用）

学習後、消火器や
避難経路の確認

★1回目の訓練（電子学習教材を活用した訓練）

記録書

自衛消防訓練実施

記録書へ記載

実施の確認

結果

★２回目の訓練（総合訓練）

訓練実施（総合訓練）施設職員への
訓練実施指示

記録表
反映

反映

自衛消防訓練実施

記録書へ記載

３年間保存

３年間保存




